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被災都道府県

被災市区町村

総務省

応援職員の必要性の
有無等について把握

＜震度６弱以上の地震が観測された等
の場合には、関係機関との間で情報の
収集、共有を実施＞

第１段階支援
（被災地域ブロック内を中心とした

地方公共団体による応援職員の派遣）

第２段階支援

（全国の地方公共団体による応援職員の支援）

被災市区町村応援職員確保現地調整会議

（全国知事会、全国市長会、全国町村会、
指定都市市長会、被災地域ブロック幹事都道府県、
被災都道府県、総務省（事務局））

被災地域ブロック内の都道府県又は指定都市を原則と
して１対１で被災市区町村に割り当て、対口支援団体
を決定

被災市区町村応援職員確保調整本部 （全国知事会、全国市長会、全国町村会、指定都市市長会、総務省（事務局））

情報の収集及び共有、総合的な調整を実施

全国の都道府県及び指定都市による応援職員の派遣
の調整を実施

※都道府県（区域内市区町村を含む。）分は全国知事会、
指定都市分は指定都市市長会を中心に調整

それぞれ現地（被災都道府県）に要員を派遣

都道府県にあっては
区域内の市区町村と

一体的に支援

都道府県にあっては
区域内の市区町村と

一体的に支援

対口支援団体
→被災地域ブロック幹事都道府県
→確保調整本部

第１段階支援
だけでは対応困難

被災地域ブロック
幹事都道府県

被災都道府県内の
地方公共団体による
応援職員の派遣
だけでは対応困難

被災都道府県内の地方公共団体
による応援職員の派遣だけでは
対応困難であることを連絡

発災

<対口支援団体決定前> <対口支援団体決定後>

対口支援団体支援員が属する
地方公共団体

派遣 要請 派遣

要請

協力依頼

派遣が困難な場合には連絡

（総務省から、支援員が属する他
の地方公共団体に対し協力依頼）

システムに基づく応援職員の派遣の目的

短期の派遣（※）

※ 復旧・復興事業を支援するための中長期の派遣については、全国市長会及び
全国町村会の協力により構築された体制（総務省スキーム）等により応援職員を
派遣（東日本大震災・熊本地震・九州北部豪雨）

① 避難所の運営、罹災証明書の交付等の災害
対応業務の支援

② 被災市区町村が行う災害マネジメントの支援

① 避難所の運営、罹災証明書の交付等の災害対応業務の支援

② 被災市区町村が行う災害マネジメントの支援
（「災害マネジメント総括支援員」の派遣）

被災市区町村

総務省



① 被災市区町村の長への助言、被災都道府県をはじめとする関係機関及び
総務省との連携等を通じて、被災市区町村が行う災害マネジメントを総括的に
支援（被災市区町村の事情を十分尊重）

・ 災害対応のノウハウ
・ 推進体制の整備などの管理マネジメント
・ 総務省等との連絡・調整 など

②
災害対応に関する知見
（災害対策の陣頭指揮の経験、
派遣職員として災害マネジメントに関与 など）

⇒ 総務省・消防庁で研修を実施

「災害マネジメント総括支援員」とは

さらに管理職の経験があることが必要

登録・派遣の仕組み

①
都道府県・指定都市等の推薦を受け、名簿に登録 ⇒ メンバーシップの明確化

②
対口支援に伴い、当該都道府県・指定都市が派遣することが基本

※ 必要な場合は、総務省のイニシアチブにより派遣

役割

※ 「災害マネジメント」
の内容

求められる資質

総務省への登録制

対口支援に伴い派遣

災害マネジメント総括支援員について


